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議案甲第１号 

 

   鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （用語）  （用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関

する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）で使用する用語

の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条・第４条 略 

 （開示決定等の期限の特例） 

第５条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、

開示請求があった日から４５日以内にその全てについて開示決

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関

する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「政令」と

いう。）で使用する用語の例による。 

 （本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイルに係

る帳簿） 

第３条 市の機関（議会を除く。以下同じ。）は、実施機関等の規

則（規程を含む。以下同じ。）で定めるところにより、当該実施

機関等が保有している本人の数が政令第２０条第２項に定める

数に満たない個人情報ファイルについて、法第７４条第１号か

ら第７号まで、第９号及び第１０号並びに政令第２１条第６項

各号に掲げる事項を記載した帳簿（以下「条例個人情報ファイ

ル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 

２ 法第７５条第２項及び第３項の規定は、条例個人情報ファイ

ル簿について準用する。この場合において、同条第２項第１号

中「第１０号まで」とあるのは、「第８号まで及び第１０号」と

読み替えるものとする。 

第４条・第５条 略 

 （開示決定等の期限の特例） 

第６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、

開示請求があった日から４５日以内にその全てについて開示決
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定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合には、前条及び法第８３条第２項の規定にかかわら

ず、市の機関（議会を除く。以下同じ。）は、開示請求に係る保

有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等

をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定

等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、前条に規

定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない。 

 ⑴・⑵ 略 

定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合には、前条及び法第８３条第２項の規定にかかわら

ず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の

部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報

については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場

合において、市の機関は、前条に規定する期間内に、開示請求

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。 

 ⑴・⑵ 略 

第６条・第７条 略 第７条・第８条 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正後の鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例第３条の規定による作成及び公表を

しなければならない実施機関は、この条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して１年を経過する日までに、この条の

規定による作成及び公表をしなければならない。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 条例個人情報ファイル簿を作成し、及び公表したいため、この案を提出する。  
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議案甲第２号 

 

   鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例等の一部を改正する条例 

 

 （鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正） 

第１条 鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（令和４年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （罰則） 

第１６条 第４条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者

は、１年以下の懲役又は５００，０００円以下の罰金に処す

る。 

 （罰則） 

第１６条 第４条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者

は、１年以下の拘禁刑又は５００，０００円以下の罰金に処す

る。 

 （鳥栖市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥栖市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

第１９条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第

１項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当

（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた

期末手当）は、支給しない。 

第１９条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第

１項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当

（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた

期末手当）は、支給しない。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応す

る支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる

者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日まで

の間に禁錮以上の刑に処せられたもの 

 ⑷ 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止め

る処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応す

る支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる

者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日まで

の間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

 ⑷ 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止め

る処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以
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の刑に処せられたもの 

第１９条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給すること

とされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給

を一時差し止めることができる。 

 ⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴

（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められて

いるものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項にお

いて同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

 ⑵ 略 

２ 略 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに

該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取

り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合にお

いて、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認め

るときは、この限りでない。 

 ⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由とな

った行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられな

かった場合 

 ⑵・⑶ 略 

上の刑に処せられたもの 

第１９条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給すること

とされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給

を一時差し止めることができる。 

 ⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴

（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められ

ているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１

号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項に

おいて同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

 ⑵ 略 

２ 略 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに

該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取

り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合にお

いて、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認め

るときは、この限りでない。 

 ⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由とな

った行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ

なかった場合 

 ⑵・⑶ 略 

４～６ 略 ４～６ 略 

 （鳥栖市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第３条 鳥栖市職員の退職手当に関する条例（昭和２９年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 
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改 正 前 改 正 後 

 （退職手当の支払の差止め）  （退職手当の支払の差止め） 

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に

対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止

める処分を行うものとする。 

 ⑴ 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪につい

て禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続

によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、そ

の判決の確定前に退職をしたとき。 

 ⑵ 略 

２～４ 略 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職

手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場

合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止

処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すこ

とが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りでない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処

分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決

が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の

判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があ

った場合であって、次条第１項の規定による処分を受けるこ

となく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に

対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止

める処分を行うものとする。 

 ⑴ 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪につい

て拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟

法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続

によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、そ

の判決の確定前に退職をしたとき。 

 ⑵ 略 

２～４ 略 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職

手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場

合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止

処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すこ

とが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りでない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処

分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決

が確定した場合（拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪

の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分が

あった場合であって、次条第１項の規定による処分を受ける

ことなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない
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分があった日から６月を経過した場合 

 ⑶ 略 

６～１０ 略 

 （退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給

制限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職

手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合にお

いて、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手

当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１２条

第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の

退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行

うことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされ

た場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に限る。）に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたと

き。 

 ⑵・⑶ 略 

２～６ 略 

 （退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当

等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者に対し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退

職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等

の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受

処分があった日から６月を経過した場合 

 ⑶ 略 

６～１０ 略 

 （退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支

給制限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職

手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合にお

いて、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手

当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１２条

第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の

退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行

うことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされ

た場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に限る。）に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられた

とき。 

 ⑵・⑶ 略 

２～６ 略 

 （退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当

等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者に対し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退

職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等

の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受
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けていなければ第１０条第３項、第６項又は第８項の規定に

よる退職手当の支給を受けることができた者（次条及び第１

７条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合

には、これらの規定により算出される金額（次条及び第１７条に

おいて「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一

部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。 

 ⑵・⑶ 略 

２～６ 略 

 （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１７条 略 

２・３ 略 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在

職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合にお

いて、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後にお

いて第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡

したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の

受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に

関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者

であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

けていなければ第１０条第３項、第６項又は第８項の規定に

よる退職手当の支給を受けることができた者（次条及び第１

７条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合

には、これらの規定により算出される金額（次条及び第１７条に

おいて「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一

部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

 ⑵・⑶ 略 

２～６ 略 

 （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１７条 略 

２・３ 略 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在

職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合にお

いて、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後に

おいて第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死

亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職

手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当

の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件

に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該

一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可

能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

５～８ 略 ５～８ 略 

 （鳥栖市消防団条例の一部改正） 

第４条 鳥栖市消防団条例（昭和２９年条例第４２号）の一部を次のように改正する。 
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  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （欠格条項） 

第５条 次の各号のいずれかに該当するものは、団員になるこ

とはできない。 

 ⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又

はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 ⑵・⑶ 略 

 （欠格条項） 

第５条 次の各号のいずれかに該当するものは、団員になるこ

とはできない。 

 ⑴ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者

又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 ⑵・⑶ 略 

 （鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第５条 鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては

支給しない。 

 ⑴ 禁固以上の刑に処せられて退職した者 

 ⑵～⑸ 略 

 （退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対

しては支給しない。 

 ⑴ 拘禁刑以上の刑に処せられて退職した者 

 ⑵～⑸ 略 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は

改正前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令

和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項

において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧

刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定す

る拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期
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拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

第３条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又

は改正前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に

処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくす

る旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （鳥栖市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並

びにこの条例（以下これらを「刑法等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪

につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第１９条の３第１項（第１号に係る部分に限

る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

 （鳥栖市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第３条の規

定による改正後の鳥栖市職員の退職手当に関する条例第１３条第１項及び第５項、第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）並び

に第１７条第４項並びに鳥栖市職員の退職手当に関する条例第１７条第３項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪に

つき起訴をされた者とみなす。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。  
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議案甲第３号 

 

   鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

  （育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条の２ 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるとこ

ろにより、その子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７

条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項

に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した

者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合

に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定に

より同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員

に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定

める者を含む。以下この条及び次条第１項から第３項までにお

いて同じ。）を養育するために請求した場合には、公務の運営に

支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員

に当該請求に係る早出遅出勤務（始業及び終業の時刻を、職員

が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた

特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第３項

において同じ。）をさせるものとする。 

 ⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 

 ⑵ 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学

部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの 

２ 前項の規定は、第１５条第１項に規定する日常生活を営むの
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 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限) 

第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（地

方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項に規定する子

をいう。次項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配

偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において

常態として当該子を養育することができるものとして規則で定

める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で定

めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、

公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさ

せてはならない。 

に支障がある者を介護する職員について準用する。この場合に

おいて、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところによ

り、その子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２

第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定

する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める

者を含む。以下この条及び次条第１項から第３項までにおいて

同じ。）を養育する」とあるのは、「第１５条第１項に規定する

日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）

のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介

護する」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続そ

の他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限) 

第８条の２の１ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜

（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項

において同じ。）において常態として当該子を養育することがで

きるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職

員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除

き、深夜における勤務をさせてはならない。 
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２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、規則で定める

ところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当

該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが

著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務（災害その

他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項

において同じ。）をさせてはならない。 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求

した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月について

２４時間、１年について１５０時間を超えて、前条に規定する

勤務をさせてはならない。 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する日常生活を営む

のに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合

において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子（地

方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項に規定する子

をいう。次項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日

の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）にお

いて常態として当該子を養育することができるものとして規則

で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規

則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第２項中「３

歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当

該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあるのは、「第１５条第１項に規定する日常生活を営

むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）のある職員

が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求

した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第８条第２項

に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づ

く臨時の勤務を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求

した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月について

２４時間、１年について１５０時間を超えて、第８条第２項に

規定する勤務をさせてはならない。 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する日常生活を営む

のに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合

において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後

１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項におい

て同じ。）において常態として当該子を養育することができる

ものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあ

り、並びに第２項及び前項中「小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」

とあるのは、「第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに

支障がある者（以下「要介護者」という。）のある職員が、規

則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中

「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午

前５時までの間をいう。）における」と、第２項中「当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく
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１項中「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２項中「当

該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが

著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と

読み替えるものとする。 

 

 

 （年次休暇） 

第１２条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数

は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる日数とする。 

 ⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職

員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超えな

い範囲内で規則で定める日数） 

 ⑵ 当該年の中途において新たに職員となる者 その年の在職

期間を考慮して２０日を超えない範囲内で規則で定める日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替

えるものとする。 

 

 

 

５ 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その

他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （年次休暇） 

第１２条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数

は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる日数とする。 

 ⑴ 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短

時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０

日を超えない範囲内で規則で定める日数） 

 ⑵ 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途にお

いて新たに職員となる者 その年の在職期間を考慮し２０日

を超えない範囲内で規則で定める日数 

 ⑶ 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する

法律（昭和２７年法律第２８９号）の適用を受ける職員、特

別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員、

国家公務員又は地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４

号）に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法（昭

和４５年法律第８２号）に規定する地方道路公社若しくは公

有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）

に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その

他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接

な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者
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２・３ 略 

 （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項に

おいて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める

者で、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日

常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護

をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の

申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継

続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超え

ない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内に

おいて勤務しないことが相当であると認められる場合における

休暇とする。 

 

２・３ 略 

（以下この号において「地方公営企業の労働関係に関する法

律適用職員等」という。）であった者であって引き続き当該年

に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公

営企業の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間

及びその在職期間中における年次休暇の残日数を考慮し、２０

日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内

で規則で定める日数 

２・３ 略 

 （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項に

おいて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める

者（第１７条の２第１項において「配偶者等」という。）で、

負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をする

ため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に

基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する

状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範

囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇と

する。 

２・３ 略 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向

確認等） 

第１７条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を

必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対

して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条

及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の
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事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又

は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の

属する年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）に

おいて、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

  （勤務環境の整備に関する措置） 

第１７条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請

求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 ⑴ 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

 ⑵ 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

 ⑶ その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する

措置 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１５号）の一部を次のように改める。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （部分休業の承認）  （部分休業の承認） 

第２０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部

分休業をいう。以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第８条に

規定する正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤

務職員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当

第２０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部

分休業をいう。以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第８条に

規定する正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤

務職員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当
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該非常勤務職員について定められた勤務時間）の始め又は終

わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。 

２ 略 

該非常勤職員について定められた勤務時間）の始め又は終わ

りにおいて、３０分を単位として行うものとする。 

２ 略 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につ

き、当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間

から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非

常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号）第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２

９項の規定による介護をするための時間（以下「介護をするた

めの時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあって

は、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児

時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につ

き、当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間

から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非

常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号）第６１条の２第２０項の規定による介護をするための時

間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受けて

勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、か

つ、２時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間

の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲

内で）行うものとする。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 人事院勧告等に準じ、仕事と生活の両立支援の拡充のため、この案を提出する。 
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議案甲第４号 

 

   鳥栖市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （鳥栖市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥栖市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）第２４条第５項の規定に基づき、職

員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

 

 （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第４条 新たに職員となった場合及び職員が一の職務の級から

他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初

任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、

規則の定めるところにより決定する。 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間におけるそ

の者の勤務成績に応じて、行うものとする。 

 

 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）第２４条第５項の規定に基づき、一

般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的と

する。 

 （級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準） 

第４条 市長は、条例、規則等の趣旨に従い、及び前条の規定に

基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職

務の級の定数を設定し、又は改定することができる。 

 

２ 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範

囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。 

３ 新たに職員となった場合及び職員が一の職務の級から他の

職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給

の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則

の定めるところにより決定する。 

４ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定

める日以前１年間における当該職員の勤務成績に応じて、行

うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う

日の前日までの間に当該職員が法第２９条の規定による懲戒
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３ 前項の規定により職員（５５歳に達した職員を除く。以下こ

の項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合

の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績

で勤務した職員の昇給の号給数を４号給とすることを標準と

して規則で定める基準に従い決定するものとする。 

 

４ ５５歳に達した職員（規則で定める事由により昇給する職

員を除く。）に関する当該年齢に達した日後の最初の４月１日

以後の第２項の規定による昇給は、同項に規定する期間にお

けるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規

則で定める基準に従い決定するものとする。 

 

５～６ 略 

７ 第２項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に

関し必要な事項は、規則で定める。 

８ 法第２２条の４第１項の規定により採用された職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、そ

の者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄

に掲げる基礎給料月額のうち、その者の属する職務の級に応

じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められ

た当該定年前再任用短時間職員の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 

 （扶養手当） 

処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定め

る事由に該当したときは、これらの事由を合わせて考慮する

ものとする。 

５ 前項の規定により職員（５５歳に達した職員を除く。以下こ

の項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合

の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な

成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の

昇給の号給数を４号給とすることを標準として規則で定める

基準に従い決定するものとする。 

６ ５５歳に達した職員（規則で定める事由により昇給する職

員を除く。）に関する当該年齢に達した日後の最初の４月１日

以後の第４項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間

における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後

段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給さ

せる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める

基準に従い決定するものとする。 

７～８ 略 

９ 第４項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に

関し必要な事項は、規則で定める。 

１０ 法第２２条の４第１項の規定により採用された職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年

前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、

当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた

額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当

該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 （扶養手当） 
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第８条 略 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

 ⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

あるものを含む。以下同じ。） 

 ⑵～⑹ 略 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号まで

のいずれかに該当する扶養親族については１人につき６,５００

円、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」

という。）については１人につき１０,０００円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４

月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間（以下「特定期間」という。）にある子がいる場合におけ

る扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、５,０００円

に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額とする。 

 

 

 

第９条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員

に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合において

は、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければなら

ない。 

 ⑴ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場

合 

 ⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親

族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する

扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の３月３１日

第８条 略 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

 

 

 ⑴～⑸ 略 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項に

おいて「扶養親族たる子」という。）については１人につき

１３,０００円、前項第２号から第５号までのいずれかに該当

する扶養親族については１人につき６,５００円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４

月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の

規定にかかわらず、５,０００円に当該期間にある当該扶養親

族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算し

た額とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う

支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規

則で定める。 

第９条 削除 
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の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除

く。） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族があ

る場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族

で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその

職員に同項第１号に掲げる事実が生じたときはその事実が生

じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職

員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が

離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親

族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる

要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属

する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する

月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始に

ついては、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた

日から１５日を経過した後にされたときは、その届出を受理

した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）から行うものとする。 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場

合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月）からその支給額

を改定する。前項ただし書の規定は、第１号に掲げる事実が生

じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用す

る。 

 ⑴ 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる

事実が生じた場合 

 ⑵ 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定に

よる届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至
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った場合 

 ⑶ 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係る

もののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にあ

る子となった場合 

 （住居手当） 

第９条の２ 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 

 ⑴ 自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け、月額

１２,０００円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を

支払っている職員（規則で定める職員を除く。） 

 

 ⑵ 第１０条の２の規定により単身赴任手当を支給される職

員で、配偶者が居住するための住宅（規則で定める住宅を除

く。）を借り受け、月額１２,０００円を超える家賃を支払っ

ているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認め

られるものとして規則で定めるもの 

 

 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる額とする。 

 

 ⑴・⑵ 略 

３ 略 

 （通勤手当） 

第１０条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

 ⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」

という。）を利用して、その運賃又は料金（以下「運賃等」

という。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を

利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外

 

 

 

 

 （住居手当） 

第９条の２ 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 

 ⑴ 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）

を借り受け、月額１２,０００円を超える家賃（使用料を含

む。以下同じ。）を支払っている職員（規則で定める職員を

除く。） 

 ⑵ 第１０条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手

当を支給される職員で、配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が居住する

ための住宅（規則で定める住宅を除く。）を借り受け、月額

１２,０００円を超える家賃を支払っているもの又はこれ

らのものとの権衡上必要があると認められるものとして規

則で定めるもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる額（当該各号のいずれにも該当する職員に

あっては、当該各号に定める額の合計額）とする。 

 ⑴・⑵ 略 

３ 略 

 （通勤手当） 

第１０条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

 ⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この条におい

て「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下この項から第３項までにおいて「運賃等」という。）を負

担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなけれ
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の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通

勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未

満であるもの及び第２号に掲げる職員を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、

かつ、交通機関等以外（以下「自動車等」という。）による

通勤距離の合計が片道２キロメートル以上であることを常

例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車等（徒歩を

除く。）によらなければ通勤することが著しく困難である職

員を除く。） 

 

 ⑶ 通勤する前２号以外の職員 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 ⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で

定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤

に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相当額」と

いう。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除し

て得た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」という。）

が５５,０００円を超えるときは、支給単位期間につき、

５５,０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その

ば通勤することが著しく困難である職員以外の職員であっ

て、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの

及び第３号に掲げる職員を除く。） 

 ⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるも

の（以下この条において「自動車等」という。）を使用する

ことを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員であって自動車

等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通

勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲

げる職員を除く。） 

 ⑶ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、

かつ、自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関

等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤すること

が著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等

を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤

するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満

であるものを除く。） 

 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 ⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で

定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通

勤に要する運賃等の額に相当する額（次項及び第５項にお

いて「運賃等相当額」という。）。 
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者が２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等

の額を算出する場合において、１箇月当たりの運賃等相当

額の合計額が５５,０００円を超えるときは、その者の通勤

手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、５５,０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額） 

 

 

 

 

 ⑵ 前項第２号に掲げる職員 交通機関等を利用せず徒歩に

より通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利

用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定

める区分に応じ、前号に定める額（１箇月当たりの運賃等相

当額及び次号に定める額の合計額が５５,０００円を超え

るときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最

も長い支給単位期間につき、５５,０００円に当該支給単位

期間の月数を乗じて得た額）、前号に定める額又は次号に定

める額 

 ⑶ 前項第３号に掲げる職員 その通勤距離（定年前再任用

短時間勤務職員にあっては、その通勤距離及びその通勤回

数）に応じ、月額３１,６００円を超えない範囲内で、市長

が別に定める額を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 前項第２号に掲げる職員 自動車等の使用距離（定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、その使用距離及びその

通勤回数）に応じ、支給単位期間につき、３１,６００円を

超えない範囲内で規則に定める額 

 ⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、

自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場

合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離

等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号に定

める額、第１号に定める額又は前号に定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 公署を異にする異動に伴い所在する地域を異にする公署に

在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ず

ることとなった職員で規則で定めるもののうち、第１項第１

号又は第３号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居（当該住

居に相当するものとして規則で定める住居を含む。）から通勤
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３～６ 略  

 （単身赴任手当） 

のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他

の交通機関等（第１号及び第５項において「新幹線鉄道等」と

いう。）を利用し、その利用に係る特別料金等（その利用に係

る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に

相当する額を減じた額をいう。第１号において同じ。）を負担

することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

 ⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 

支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した

当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に

相当する額（第５項において「特別料金等相当額」という。） 

 ⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定によ

る額 

４ 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職

員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定め

る職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額

（交通機関等が２以上ある場合においては、その合計額）、第

２項第２号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位

期間の月額で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合

においては、その合計額）の合計額が１５０,０００円を超え

る職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、当該職

員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期

間につき、１５０,０００円に当該支給単位期間の月数を乗じ

て得た額とする。 

６～９ 略 

 （単身赴任手当） 
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第１０条の２ 公署を異にする異動に伴う住居の移転により、

同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異

動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤す

ることが困難であると認められるもののうち、単身で生活す

ることを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。 

 

 

 

 

 

２ 単身赴任手当の月額は、３０，０００円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前２項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整

に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 （特殊勤務手当） 

第１１条 特殊な勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性

に応じて特殊勤務手当を支給し、その種類及び手当の額は次

のとおりとする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 災害応急作業手当 日額 ３００円 

第１０条の２ 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母

の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居

していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の

直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤するこ

とが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難

であると認められるもののうち、単身で生活することを常況

とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の

住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮

して規則で定める基準に照らして困難であると認められない

場合は、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、３０,０００円（規則で定めるとこ

ろにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距

離（以下単に「交通距離」という。）が規則で定める距離以上

である職員にあっては、その額に７０,０００円を超えない範

囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した

額）とする。 

３ 第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権

衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員に

は、前２項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整

に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 （特殊勤務手当） 

第１１条 特殊な勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性

に応じて特殊勤務手当を支給し、その種類及び手当の額は次

のとおりとする。 

 ⑴ 略  

 ⑵ 災害応急作業手当 日額 １,０８０円 
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 ⑶～⑸ 略 

 ⑹ 汚物処理従事者手当 月額 １２，０００円 

 ⑺ し尿処理従事者手当 月額 １２，０００円 

 ⑻ 火葬業務従事者手当 月額 ７，５００円 

 ⑼～⒀ 略 

 ⒁ 電気主任技術者手当 月額 ２，０００円 

 ⒂ 交替勤務特別手当（ただし、衛生処理場勤務職員で交替勤

務に従事する者） 月額 ５，０００円 

２・３ 略 

４ 第１項のうち、手当の額が年額で定められているものにつ

いては、月の中途から新たに特殊勤務に従事した者には、その

翌月から、特殊勤務に従事しなくなつた者には、その月までそ

れぞれ月割計算により算出した額を支給する。 

５ 定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当

（月額で定められているものに限る。）の額は、第１項の規定

にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内にお

いて、市長が別に定める。 

 

 

 （管理職員特別勤務手当） 

第１６条の２ 第７条第１項の規定に基づく規則で指定する職

にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要によ

り勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基

づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日

等以外の日の午前零時から午前５時までの間であって正規の

勤務時間以外の時間に規則で定める勤務をした場合は、当該

職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

 

 ⑶～⑸ 略 

 

 

 

 ⑹～⑽ 略 

 

 

 

２・３ 略 

４ 第１項のうち、手当の額が年額で定められているものにつ

いては、年の中途から新たに特殊勤務に従事した者には、その

翌月から、特殊勤務に従事しなくなった者には、その月までそ

れぞれ月割計算により算出した額を支給する。 

５ 定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当

（月額及び年額で定められているものに限る。）の額は、勤務

時間条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。ただし、その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額とする。 

 （管理職員特別勤務手当） 

第１６条の２ 第７条第１項の規定に基づく規則で指定する職

にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要によ

り午後１０時から翌日の午前５時までの間（勤務時間条例第

３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日又は祝

日法による休日等若しくは年末年始の休日等に含まれる時間

を除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に規則で定める

勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支

給する。 
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２・３ 略 

 （期末手当） 

第１９条 略 

２～４ 略 

５ 給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が３級以

上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分

に応じて１００分の１５を超えない範囲内で規則で定める割

合を乗じて得た額を加算した額を第２項の期末手当基礎額と

する。 

 

 

 

６ 第２項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたとき

は、予算の範囲内で期末手当の額を増額することができる。 

２・３ 略 

 （期末手当） 

第１９条 略 

２～４ 略 

５ 給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が３級以

上である職員で規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の

適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮

してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定め

るものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する

合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区

分に応じて１００分の１５を超えない範囲内で規則で定める

割合を乗じて得た額を加算した額を第２項の期末手当基礎額

とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規

則で定める。 

 (定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外) 

第２２条 第８条、第９条及び第９条の２の規定は、定年前再

任用短時間勤務職員には適用しない。 

 (定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外) 

第２２条 第４条第３項から第９項まで及び第８条の規定は、

定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１ 

   給料表 

職員の 

区分・ 

 

 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 
金額 

（円） 

金額 

（円） 

金額 

（円） 

金額 

（円） 

金額 

（円） 

金額 

（円） 

金額 

（円） 

定年前 

再任用 

１ 183,900 231,400 267,700 301,800 324,800 359,100 412,800 

短時間 ２ 185,000 232,900 268,800 303,300 326,700 360,800 414,700 



- 31 - 

勤務職 ３ 186,100 234,400 269,800 304,800 328,500 362,500 416,600 

員以外 ４ 187,100 235,900 270,800 306,200 330,300 364,100 418,500 

の職員 ５ 188,100 237,400 271,800 307,600 332,000 365,700 420,300 

 ６ 189,900 239,100 272,900 308,700 333,800 367,500 422,100 

 ７ 191,600 240,700 273,900 309,800 335,600 369,000 423,900 

 ８ 193,300 242,300 274,900 311,100 337,300 370,600 425,800 

 ９ 194,900 243,900 276,000 312,400 339,000 372,000 427,300 

 １０ 196,600 245,400 277,000 314,100 340,800 373,700 428,800 

 １１ 198,200 246,900 278,000 315,700 342,600 375,300 430,400 

 １２ 199,800 248,300 279,100 317,300 344,300 376,900 431,900 

 １３ 201,400 249,400 280,200 318,900 345,800 378,700 433,400 

 １４ 203,100 250,700 281,500 320,500 347,400 380,600 434,700 

 １５ 204,800 252,000 282,800 322,100 349,000 382,500 436,000 

 １６ 206,500 253,300 284,100 323,700 350,500 384,400 437,300 

 １７ 207,800 254,600 285,300 325,200 351,900 385,900 438,500 

 １８ 209,500 255,600 286,600 327,000 353,700 387,700 439,800 

 １９ 211,100 256,600 287,900 328,600 355,300 389,500 441,100 

 ２０ 212,600 257,700 289,100 330,200 356,900 391,000 442,400 

 ２１ 214,100 258,700 290,200 331,600 358,100 392,700 443,600 

 ２２ 215,800 259,700 291,400 333,300 359,700 394,200 444,400 

 ２３ 217,500 260,700 292,700 335,000 361,200 395,600 445,200 

 ２４ 219,100 261,700 294,000 336,700 362,700 397,000 446,000 

 ２５ 220,700 262,700 295,300 337,900 364,400 398,300 446,600 

 ２６ 222,400 263,700 296,300 339,800 366,200 399,600 447,200 

 ２７ 223,800 264,700 297,400 341,500 367,900 400,800 447,800 

 ２８ 225,200 265,600 298,500 343,100 369,600 401,900 448,400 

 ２９ 226,500 266,500 299,600 344,600 371,000 403,000 449,100 

 ３０ 227,800 267,300 300,800 346,300 372,300 404,200 449,900 
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 ３１ 229,000 268,100 302,000 347,900 373,600 405,300 450,300 

 ３２ 230,200 268,900 303,300 349,500 374,900 406,400 451,000 

 ３３ 231,400 269,700 304,600 351,200 376,100 407,100 451,500 

 ３４ 232,500 270,500 306,000 353,100 377,000 407,800 451,900 

 ３５ 233,600 271,300 307,300 354,900 378,100 408,500 452,300 

 ３６ 234,700 272,000 308,600 356,700 379,200 409,200 452,700 

 ３７ 235,800 272,700 309,900 358,200 379,900 409,800 453,100 

 ３８ 237,000 273,500 311,200 359,600 380,800 410,400 453,500 

 ３９ 238,100 274,300 312,500 361,000 381,700 411,000 453,900 

 ４０ 239,100 275,000 313,800 362,500 382,600 411,400 454,300 

 ４１ 240,100 275,700 315,000 364,000 383,500 411,800 454,600 

 ４２ 241,000 276,500 316,400 364,800 384,300 412,000 455,000 

 ４３ 241,800 277,300 317,800 365,800 385,100 412,300 455,300 

 ４４ 242,600 278,100 318,900 366,800 385,800 412,600 455,600 

 ４５ 243,300 278,800 319,800 367,700 386,500 412,900 455,900 

 ４６ 243,900 279,500 321,100 368,800 387,200 413,200  

 ４７ 244,500 280,200 322,400 369,700 387,900 413,500  

 ４８ 245,100 280,900 323,700 370,700 388,700 413,800  

 ４９ 245,800 281,600 324,900 371,600 389,200 414,000  

 ５０ 246,500 282,300 326,200 372,300 389,700 414,300  

 ５１ 247,200 283,000 327,500 373,000 390,300 414,600  

 ５２ 247,700 283,700 328,700 373,700 391,000 414,900  

 ５３ 248,200 284,300 330,000 374,100 391,400 415,100  

 ５４ 248,500 285,000 331,100 374,700 392,100 415,400  

 ５５ 248,800 285,700 332,200 375,400 392,700 415,700  

 ５６ 249,100 286,500 333,300 376,100 393,200 416,000  

 ５７ 249,400 287,200 334,000 376,400 393,600 416,200  

 ５８ 249,800 287,900 334,900 377,100 394,200 416,500  
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 ５９ 250,200 288,500 335,700 377,800 394,800 416,800  

 ６０ 250,600 289,200 336,500 378,400 395,300 417,100  

 ６１ 251,000 289,800 337,300 378,700 395,700 417,300  

 ６２ 251,300 290,600 337,700 379,200 396,200 417,600  

 ６３ 251,600 291,200 338,300 379,800 396,700 417,900  

 ６４ 251,900 291,700 339,000 380,400 397,300 418,100  

 ６５ 252,200 292,200 339,800 380,700 397,600 418,300  

 ６６ 252,500 292,800 340,500 381,400 398,000   

 ６７ 252,800 293,300 341,200 382,100 398,400   

 ６８ 253,100 293,900 341,800 382,700 398,800   

 ６９ 253,400 294,400 342,300 383,100 399,100   

 ７０ 253,700 294,900 342,900 383,600 399,400   

 ７１ 254,000 295,500 343,400 384,200 399,700   

 ７２ 254,300 296,100 344,000 384,700 400,000   

 ７３ 254,600 296,700 344,300 385,200 400,200   

 ７４ 254,900 297,100 344,800 385,800 400,500   

 ７５ 255,200 297,500 345,200 386,300 400,800   

 ７６ 255,500 297,800 345,700 386,600 401,000   

 ７７ 255,800 298,000 346,100 387,100 401,200   

 ７８ 256,100 298,300 346,600 387,600 401,500   

 ７９ 256,400 298,500 347,100 388,000 401,800   

 ８０ 256,700 298,800 347,600 388,300 402,000   

 ８１ 257,000 299,000 347,900 388,700 402,200   

 ８２ 257,300 299,200 348,300 389,200 402,500   

 ８３ 257,600 299,500 348,700 389,600 402,800   

 ８４ 257,900 299,800 349,100 390,000 403,000   

 ８５ 258,200 300,100 349,400 390,300 403,200   

 ８６ 258,600 300,400 349,800 390,800    



- 34 - 

 ８７ 258,900 300,700 350,200 391,200    

 ８８ 259,200 301,000 350,600 391,600    

 ８９ 259,500 301,300 350,800 391,900    

 ９０ 259,900 301,600 351,200 392,500    

 ９１ 260,300 301,900 351,600 392,900    

 ９２ 260,600 302,300 352,000 393,300    

 ９３ 260,900 302,500 352,200 393,600    

 ９４  302,700 352,600     

 ９５  303,000 353,000     

 ９６  303,400 353,400     

 ９７  303,600 353,700     

 ９８  303,900 354,100     

 ９９  304,300 354,500     

 １００  304,700 354,900     

 １０１  304,900 355,400     

 １０２  305,200 355,800     

 １０３  305,500 356,200     

 １０４  305,800 356,600     

 １０５  306,000 357,100     

 １０６  306,300 357,500     

 １０７  306,600 357,800     

 １０８  306,900 358,100     

 １０９  307,100 358,600     

 １１０  307,500      

 １１１  307,900      

 １１２  308,200      

 １１３  308,400      

 １１４  308,700      
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 １１５  309,000      

 １１６  309,400      

 １１７  309,600      

 １１８  309,800      

 １１９  310,100      

 １２０  310,400      

 １２１  310,800      

 １２２  311,000      

 １２３  311,300      

 １２４  

 

311,600  

 

 

 

 

 

 

 

 

  １２５ 311,900 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 ・ 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

192,000 219,500 262,300 282,100 298,200 323,700 366,400 

 （鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第２条 鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例（平成７年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （定年前短時間勤務職員等についての適用除外） 

第６条 第２条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当及び

退職手当は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２２条の４第１項の規定により採用された職員及び地方公務

員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８

条第１項の規定により採用された職員については、支給しな

い。 

 （定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外） 

第６条 第２条に規定する給与の種類のうち、扶養手当及び退

職手当は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採

用された職員をいう。）及び地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）第１８条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員については、支給しない。 

 （鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 
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第３条 鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和４年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （給与に関する特例） 

 

 （給与に関する特例） 

 第７条 略 

２・３ 略 

４ 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認めら

れる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相

当する額を特定任期付職員業績手当として支給することがで

きる。 

５ 第２項の規定による号級の決定、第３項の規定による給料

月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の

支給は、予算の範囲内で行わなければならない。 

 （鳥栖市職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 鳥栖市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第３２

号。以下「給与条例」という。）第３条、第４条、第７条から第

９条の２まで及び第２０条の規定は、特定任期付職員には、適

用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９条第２項の適用に

ついては、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の１７５」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 略 

２・３ 略 

 

 

 

 

４ 第２項の規定による号級の決定及び前項の規定による給料

月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。 

 

 （鳥栖市職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 鳥栖市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第３２

号。以下「給与条例」という。）第３条、第４条、第７条、第８

条及び第９条の２の規定は、特定任期付職員には、適用しな

い。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第３項、第１６条

の２第１項、第１７条、第１９条第２項の規定の適用について

は、給与条例第２条第３項中「この条例」とあるのは、「この

条例及び鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（令和４年条例第１６号。以下「任期付職員条例」

という。）第７条の規定」と、給与条例第１６条の２第１項中

「職にある職員」とあるのは「職にある職員（任期付職員条例

第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員を含

む。）」と、給与条例第１７条中「職務にある職員」とあるのは

「職務にある職員（任期付職員条例第２条第１項の規定によ
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 （鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用

除外等） 

第１０条 鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

（昭和４２年条例第１７号。以下「企業職員給与条例」とい

う。）第４条から第５条の２まで及び第１３条の規定は、第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された企業職員に

は、適用しない。 

２ 前項の企業職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められ

る企業職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付企

業職員業績手当として支給することができる。 

り任期を定めて採用された職員を含む。）」と、給与条例第１９

条第２項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の

１７５」と、給与条例第２０条第２項第１号中「１００分の

１０５」とあるのは「１００分の８７．５」する。 

 （鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用

除外等） 

第１０条 鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

（昭和４２年条例第１７号。以下「企業職員給与条例」とい

う。）第４条から第５条の２までの規定は、第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。 

 

 ２ 前項の企業職員に対する企業職員給与条例第１１条の２及

び第１１条の３第１項の規定の適用については、企業職員給

与条例第１１条の２中「職務にある職員」とあるのは、「職務

にある職員（鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例（令和４年条例第１６号）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員を含む。）」と、企業職員給

与条例第１１条の３第１項中「職にある職員（以下「管理職

員」という。）」とあるのは「職にある職員（鳥栖市一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和４年条例

第１６号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用され

た職員を含む。以下「管理職員」という。）」とする。 

 （鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（令和６年条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 
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  第２条中鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第８条第２項の改正規定を次のように改める。 

改 正 前 改 正 後 

 （鳥栖市職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 略 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９条第２項の適用に

ついては、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００

分の１７５」とする。 

 （鳥栖市職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 略 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９条第２項の適用に

ついては、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の９５」とする。 

 （鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い） 

 

 （育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い） 

 第１５条の２ 育児短時間勤務をしている職員（以下この条に

おいて「育児短時間勤務職員」という。）についての給与条例

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第４条第１項 略 

第４条第３項 

 

略 

第４条第８項 とする に、算出率を乗じて

得た額とする 

第１０条第２項第

３号 

略 

第１３条第１項 略 

第１３条第５項 第２項 鳥栖市職員の育児

休業等に関する条

例（平成４年条例第

第１５条の２ 育児短時間勤務をしている職員（以下この条に

おいて「育児短時間勤務職員」という。）についての給与条例

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第４条第３項 略 

第４条第５項及び

第６項 

 

 

略 

第１０条第２項第

２号 

略 

第１３条第１項 

 

 

 

略 
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１５号）第１５条の

２ 

略 

 （育児短時間勤務をしている任期付職員の給与の取扱い） 

第１５条の３ 育児短時間勤務職員についての任期付職員採用

条例の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第７条第２項 決定する 決定するものとし、

その者の給料月額

は、その者の受ける

号給に応じた額に、

鳥栖市職員の勤務

時間、休暇等に関す

る条例（平成７年条

例第２号）第２条第

２項の規定により

定められたその者

の勤務時間を同条

第１項に規定する

勤務時間で除して

得た数を乗じて得

た額とする。 

 

 

   
 （任期付短時間勤務職員の給与の取扱い） 

第１５条の５ 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規

 

 

略 

 （育児短時間勤務をしている任期付職員の給与の取扱い） 

第１５条の３ 育児短時間勤務職員についての任期付職員採用

条例の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第７条第２項 決定する 決定するものとし、

その者の給料月額

は、その者の受ける

号給に応じた額に、

勤務時間条例第２

条第２項の規定に

より定められたそ

の者の勤務時間を

同条第１項に規定

する勤務時間で除

して得た数（以下

「算出率」という。）

を乗じて得た額と

する 

 

第７条第３項 相当する額と 相当する額にそれ

ぞれ算出率を乗じ

て得た額と 

 （任期付短時間勤務職員の給与の取扱い） 

第１５条の５ 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規
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定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第４条第８項 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第２２条の４第

１項の規定により

採用された職員（以

下「定年前再任用短

時間勤務職員」とい

う。） 

地方公務員の育児

休業等に関する法

律（平成３年法律第

１１０号）第１８条

第１項の規定によ

り任期を定めて採

用された職員（以下

「任期付短時間勤

務職員」という。） 

勤務時間条例第２

条第３項 

勤務時間条例第２

条第４項 

定年前再任用短時

間勤務職員 

任期付短時間勤務

職員 

第１０条第２項第

３号及び第２２条

（見出しを含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

定年前再任用短時

間勤務職員 

任期付短時間勤務

職員 

定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第４条第３項、第５

項、第６項 

決定する 決定するものとし、

その者の給料月額

は、その者の受ける

号給に応じた額に、

勤務時間条例第２

条第４項の規定に

より定められたそ

の者の勤務時間を

同条第１項に規定

する勤務時間で除

して得た額とする 

 

 

第１０条第２項第

２号及び第１３条

第２項 

定年前再任用短時

間勤務職員 

地方公務員の育児

休業等に関する法

律（平成３年法律第

１１０号）第１８条

第１項の規定によ

り任期を定めて採

用された同項に規

定する短時間勤務

職員（以下「任期付

短時間勤務職員」と

いう。） 
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第２２条 第４条第３項から

第９項まで及び第

８条 

第８条、第９条の２

及び第１０条の２ 

 定年前再任用短時

間勤務職員 

任期付短時間勤務

職員 
 

  
  

 （鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第６条 鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （住居手当）  （住居手当） 

第５条の２ 住居手当は、次の各号に掲げる職員（別に定める職

員を除く。）に対して支給する。 

 ⑴ 自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け、別に

定める額を超える家賃（使用料を含む。）を支払つている職

員 

 （通勤手当） 

第６条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

 ⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」

という。）を利用して、その運賃又は料金（以下「運賃等」

という。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を

利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外

の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通

勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未

満であるもの及び第２号に掲げる職員を除く。） 

 

 

 

第５条の２ 住居手当は、次の各号に掲げる職員（別に定める職

員を除く。）に対して支給する。 

 ⑴ 自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け、別に

定める額を超える家賃（使用料を含む。）を支払っている職

員 

 （通勤手当） 

第６条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

 ⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この条におい

て「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下この項から第３項までにおいて「運賃等」という。）を負

担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなけれ

ば通勤することが著しく困難である職員以外の職員であっ

て、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの

及び第３号に掲げる職員を除く。） 

 ⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの

（以下この条において「自動車等」という。）を使用するこ
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 ⑵ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、

かつ、交通機関等以外（以下「自動車等」という。）による

通勤距離の合計が片道２キロメートル以上であることを常

例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車等（徒歩を

除く。）によらなければ通勤することが著しく困難である職

員を除く。） 

 

 ⑶ 通勤する前２号以外の職員 

 （単身赴任手当） 

第６条の２ 公署を異にする異動に伴う住居の移転により、同

居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動

の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤する

ことが困難であると認められるもののうち、単身で生活する

ことを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。 

 

 

 

 

 

 （管理職員特別勤務手当） 

第１１条の３ 管理職員特別勤務手当は、第４条の規定に基づ

く管理者が指定する職にある職員（以下「管理職員」という。）

が臨時的又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休

とを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤する

ことが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等

を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げ

る職員を除く。） 

 ⑶ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、

かつ、自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関

等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤すること

が著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等

を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤

するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満

であるものを除く。） 

 

 （単身赴任手当） 

第６条の２ 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の

疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居して

いた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前

の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが

通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難である

と認められるもののうち、単身で生活することを常況とする

職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居か

ら在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して別

に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、

この限りでない。 

 （管理職員特別勤務手当） 

第１１条の３ 管理職員特別勤務手当は、第４条の規定に基づ

く管理者が指定する職にある職員（以下「管理職員」という。）

が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日
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日又は第９条第１項の休日等（次条において「週休日」とい

う。）に勤務した場合は、管理職員に対し支給する。 

 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、同項

に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要

により週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間で

あって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、管理職

員に対して支給する。 

又は第９条第１項の休日等以外の日の午後１０時から翌日の

午前５時までの間であって正規の勤務時間以外に勤務した場

合は、管理職員に対し支給する。 

 

 （定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外） 

第１９条 第５条、第５条の２及び第１４条の規定は、地方公務

員法第２２条の４第１項の規定により採用された職員及び地

方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定に

より採用された職員には適用しない。 

 （定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第１９条 第５条及び第１４条の規定は、地方公務員法第２２

条の４第１項の規定により採用された職員及び地方公務員の

育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員には適用しない。 

 （鳥栖市条例を廃止する条例の一部改正） 

第７条 鳥栖市条例を廃止する条例（昭和４１年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 第７６条 鳥栖市教育委員会事務局職員の給与に関する条例

（昭和２９年条例第７８号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定は公布の日から施行する。 

 （号給の切替え） 

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日においてこの条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例別表第１の給

料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったも

のの切替日における号給（以下「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者

が受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給とする。 
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 （切替日前の異動者の号給の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替

日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところによ

り、必要な調整を行うことができる。 

 （令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

４ 切替日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例（以下「改正後の給

与条例」という。）第８条の規定の適用については、同条第２項中「⑸ 重度心身障害者」とあるのは「⑸ 重度心身障害者 ⑹配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」と、同条第３項中「１３,０００円」とあるのは「１１,５００

円」と、「とする」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については３,０００円とする」とする。 

 （規則への委任） 

５ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則別表 

職員の号給の切替表 

職務の級 

旧号給    
３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ １ 

10 ６ ２ ２ １ １ 

11 ７ ３ ３ １ １ 

12 ８ ４ ４ １ １ 

13 ９ ５ ５ １ １ 
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14 10 ６ ６ ２ １ 

15 11 ７ ７ ３ １ 

16 12 ８ ８ ４ １ 

17 13 ９ ９ ５ １ 

18 14 10 10 ６ ２ 

19 15 11 11 ７ ３ 

20 16 12 12 ８ ４ 

21 17 13 13 ９ ５ 

22 18 14 14 10 ６ 

23 19 15 15 11 ７ 

24 20 16 16 12 ８ 

25 21 17 17 13 ９ 

26 22 18 18 14 10 

27 23 19 19 15 11 

28 24 20 20 16 12 

29 25 21 21 17 13 

30 26 22 22 18 14 

31 27 23 23 19 15 

32 28 24 24 20 16 

33 29 25 25 21 17 

34 30 26 26 22 18 

35 31 27 27 23 19 

36 32 28 28 24 20 

37 33 29 29 25 21 

38 34 30 30 26 22 

39 35 31 31 27 23 

40 36 32 32 28 24 

41 37 33 33 29 25 
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42 38 34 34 30 26 

43 39 35 35 31 27 

44 40 36 36 32 28 

45 41 37 37 33 29 

46 42 38 38 34 30 

47 43 39 39 35 31 

48 44 40 40 36 32 

49 45 41 41 37 33 

50 46 42 42 38 34 

51 47 43 43 39 35 

52 48 44 44 40 36 

53 49 45 45 41 37 

54 50 46 46 42 38 

55 51 47 47 43 39 

56 52 48 48 44 40 

57 53 49 49 45 41 

58 54 50 50 46 42 

59 55 51 51 47 43 

60 56 52 52 48 44 

61 57 53 53 49 45 

62 58 54 54 50 
 

63 59 55 55 51 
 

64 60 56 56 52 
 

65 61 57 57 53 
 

66 62 58 58 54 
 

67 63 59 59 55 
 

68 64 60 60 56 
 

69 65 61 61 57 
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70 66 62 62 58 
 

71 67 63 63 59 
 

72 68 64 64 60 
 

73 69 65 65 61 
 

74 70 66 66 62 
 

75 71 67 67 63 
 

76 72 68 68 64 
 

77 73 69 69 65 
 

78 74 70 70 
  

79 75 71 71 
  

80 76 72 72 
  

81 77 73 73 
  

82 78 74 74 
  

83 79 75 75 
  

84 80 76 76 
  

85 81 77 77 
  

86 82 78 78 
  

87 83 79 79 
  

88 84 80 80 
  

89 85 81 81 
  

90 86 82 82 
  

91 87 83 83 
  

92 88 84 84 
  

93 89 85 85 
  

94 90 86 
   

95 91 87 
   

96 92 88 
   

97 93 89 
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98 94 90 
   

99 95 91 
   

100 96 92 
   

101 97 93 
   

102 98 
    

103 99 
    

104 100 
    

105 101 
    

106 102 
    

107 103 
    

108 104 
    

109 105 
    

110 106 
    

111 107 
    

112 108 
    

113 109 
    

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 人事院勧告等に準じ、職員の給与を改定したいため、この案を提出する。 
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議案甲第５号 

 

   鳥栖市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市職員の退職手当に関する条例（昭和２９年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （退職手当の支給）  （退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員

のうち常時勤務に服することを要する者（地方公務員の育児休

業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８条第１項

及び鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例（令和４年条例１６号）第４条の規定により任期を定めて

採用された職員を除く。以下「職員」という。）が退職した場合

に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給す

る。 

２・３ 略 

 （失業者の退職手当） 

第１０条 略 

２～１０ 略 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほ

か、第１項又は第３項の規定による退職手当の支給を受けるこ

とができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、そ

れぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法

の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手

当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。 

 ⑴～⑶ 略 

第２条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員

のうち常時勤務に服することを要する者（地方公務員の育児休

業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８条第１項

及び鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例（令和４年条例第１６号）第４条の規定により任期を定め

て採用された職員を除く。以下「職員」という。）が退職した場

合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給

する。 

２・３ 略 

 （失業者の退職手当） 

第１０条 略 

２～１０ 略 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほ

か、第１項又は第３項の規定による退職手当の支給を受けるこ

とができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、そ

れぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法

の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手

当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。 

 ⑴～⑶ 略 



- 50 - 

 ⑷ 職業に就いた者 雇用保険法第５６条の３第３項に規定す

る就業促進手当の額に相当する金額 

 ⑸・⑹ 略 

１２・１３ 略 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給があったときは、

第１項、第３項又は第１１項の規定の適用については、次の各

号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第１項

又は第３項の規定による退職手当の支給があったものとみな

す。 

 

 ⑴ 雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに該当する者に係

る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を

受けた日数に相当する日数 

 ⑵ 雇用保険法第５６条の３第１項第１号ロに該当する者に係

る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当につ

いて同条第５項の規定により基本手当を支給したものとみな

される日数に相当する日数 

１５～１７ 略 

   附 則 

１２ 令和７年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条

第１０項の規定の適用については、同項中「第２８条まで」と

あるのは「第２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 

雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理

由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第

２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、

かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進

するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導

 ⑷ 安定した職業に就いた者 雇用保険法第５６条の３第３項

に規定する就業促進手当の額に相当する金額 

 ⑸・⑹ 略 

１２・１３ 略 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給があったときは、

第１項、第３項又は第１１項の規定の適用については、雇用保

険法第５６条の３第１項第１号に該当する者に係る就業促進手

当について同条第４項の規定により基本手当を支給したものと

みなされる日数に相当する日数分の第１項又は第３項の規定に

よる退職手当の支給があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

１５～１７ 略 

   附 則 

１２ 令和９年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条

第１０項の規定の適用については、同項中「第２８条まで」と

あるのは「第２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 

雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理

由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第

２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、

かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進

するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導
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を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定

める理由により就職が困難な者であって、同法第２４条の

２第１項第２号に掲げる者に相当する者として市長が定め

る者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第

４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めた

もの 

を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定

める理由により就職が困難な者であって、同法第２４条の

２第１項第２号に掲げる者に相当する者として市長が定め

る者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第

４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めた

もの 

  ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規

定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第２４条の２第

１項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行

うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。） 

」とする。 

  ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規

定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第２４条の２第

１項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行

うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。） 

」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥栖市職員の退職手当に関する条例第１０条第１１項（第４号に係る部分に限り、同条第１５項において

準用する場合を含む。）の規定は、退職職員（退職した鳥栖市職員の退職手当に関する条例第２条第１項に規定する職員（同条第２項

の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下この項において同じ。）であって令和７年４月１日以後に安定した職業に就

いた者について適用し、退職職員であって同日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、な

お従前の例による。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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 （提案理由） 

 雇用保険法等の一部改正に伴い、失業者の退職手当を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第６号 

 

   鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （保育所等との連携）  （保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次

条第１項、第８条の３第２項、第１５条第１項及び第２項、第

１６条第１項、第２項及び第５項、第１７条並びに第１８条第

１項から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保

育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保

育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教

育基本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定す

る法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条

において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げ

る事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園

（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。 

 ⑴ 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保

育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、

助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

 

 ⑵ 略  

 ⑶ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利

用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第１２項に規定

する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあ

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次

条第１項、第８条の３第２項、第１５条第１項及び第２項、第

１６条第１項、第２項及び第５項、第１７条並びに第１８条第

１項から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保

育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保

育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教

育基本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定す

る法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条

において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げ

る事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園

（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。 

 ⑴ 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保

育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、

助言その他の保育の内容に関する支援（次項において「保育

内容支援」という。）を実施すること。 

 ⑵ 略  

 ⑶ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利

用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第１２項に規定

する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあ
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っては、第４３条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び第４項第１号において同じ。）を、当該保育の

提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に

基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は

保育を提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号

の規定を適用しないこととすることができる。 

 ⑴ 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

っては、第４３条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び第６項第１号において同じ。）を、当該保育の

提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に

基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は

保育を提供すること。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、

次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第

１号の規定を適用しないこととすることができる。 

 ⑴ 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確

保すること。 

 ⑵ 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

  ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されている

こと。 

  イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２８条に規定す

る小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所

内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事

業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る

連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の

規定を適用しないこととすることができる。 

 ⑴ 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保し

た場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認
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と。 

 

 

 

 

 

 ⑵ 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じ

ないようにするための措置が講じられていること。 

 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項

第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

 ⑴ 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又

は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場

所又は事業所において代替保育が提供される場合 第２８条

に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型

又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育

事業Ａ型事業者等」という。） 

 ⑵ 略 

４・５ 略 

 （食事の提供の特例） 

第１７条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等

は、前条第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等

の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施

設（以下「搬入施設」という。）において調理し、家庭的保育事

業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合にお

いて、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当

めること。 

  ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

  イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

 ⑵ 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確

保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連

携協力者の確保が著しく困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

 

 ⑴ 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事

業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事

業Ａ型事業者等 

 

 

 ⑵ 略 

６・７ 略 

 （食事の提供の特例） 

第１７条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等

は、前条第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等

の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施

設（以下「搬入施設」という。）において調理し、家庭的保育事

業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合にお

いて、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当
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該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等におい

て行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有

する設備を備えなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等

の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受

けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われる

こと。 

 ⑶～⑸ 略 

２ 略 

該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等におい

て行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有

する設備を備えなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等

の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点

からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養

士による必要な配慮が行われること。 

 ⑶～⑸ 略 

２ 略 

   附 則 

 （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所事業所内保育事業者を

除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子

育て支援法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の

必要な適切な支援を行うことができると本市が認める場合は、

第７条第１項の規定にかかわらず、施行日から起算して１０年

を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

   附 則 

 （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・

子育て支援法第５９条第４号に規定する事業による支援その他

の必要な適切な支援を行うことができると本市が認める場合

は、第７条第１項の規定にかかわらず、施行日から起算して１５

年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができ

る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。
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議案甲第７号 

 

   鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例（昭和４９年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （対象者）  （対象者） 

第３条 略 

２ 対象者は、次の各号により区分するものとする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 第２号対象者 満６歳に達する日以後の最初の４月１日か

ら満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者 

 ⑶ 第３号対象者 第１号対象者及び第２号対象者以外の者 

 （助成の範囲） 

第４条 市長は、第１号対象者がその疾病又は負傷について保険

医療機関等において医療を受け、当該医療に関する保険給付が

行われる場合に、その医療に要する費用（以下「医療費」とい

う。）のうち社会保険各法に規定する保険者が負担すべき額（国

又は地方公共団体が別に負担する額がある場合には、これを加

えて得た額）が当該医療費の額に満たないときは、その満たな

い額に相当する額（以下「一部負担金」という。）の範囲内に

おいて、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を助

成する。 

 ⑴～⑹ 略 

２ 市長は、第２号対象者がその疾病又は負傷について保険医療

第３条 略 

２ 対象者は、次の各号により区分するものとする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 第２号対象者 満６歳に達する日以後の最初の４月１日か

ら満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者 

 

 （助成の範囲） 

第４条 市長は、対象者がその疾病又は負傷について保険医療機

関等において医療を受け、当該医療に関する保険給付が行われ

る場合に、その医療に要する費用（以下「医療費」という。）の

うち社会保険各法に規定する保険者が負担すべき額（国又は地

方公共団体が別に負担する額がある場合には、これを加えて得

た額）が当該医療費の額に満たないときは、その満たない額に

相当する額（以下「一部負担金」という。）の範囲内において、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を助成する。 

 

 ⑴～⑹ 略 
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機関等において医療を受け、当該医療に関する保険給付が行わ

れる場合に、その医療費のうち社会保険各法に規定する保険者

が負担すべき額（国又は地方公共団体が別に負担する額がある

場合には、これを加えて得た額）が当該医療費の額に満たない

ときは、その一部負担金の範囲内において、次の各号に掲げる

区分に応じ当該各号に定める額を助成する。 

 ⑴ 県内に所在する保険医療機関等（薬局を除く。以下この号

において同じ。）及び県外に所在する保険医療機関等で市長

が別に定めるものにおいて次の医療を受ける場合 

  ア 入院 １月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明

細書ごとに１，０００円（その一部負担金が１，０００円

に満たないときは、その額）を控除した額 

  イ 入院外 １回の医療費に係る一部負担金から診療報酬

明細書ごとに５００円（その一部負担金が５００円に満

たないときは、その額）を控除した額。ただし、同一の月

に同一の保険医療機関等での３回目以降の受診について

は、当該一部負担金の額とする。 

 ⑵ 県内に所在する薬局において調剤を受け、その調剤に係る

医療費に一部負担金がある場合 当該一部負担金の額 

 ⑶ 県外に所在する保険医療機関等（薬局及び第１号の市長が

別に定めるものを除く。以下この号において同じ。）におい

て次の医療を受ける場合 

  ア 入院 １月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明

細書ごとに１，０００円（その一部負担金が１，０００円

に満たないときは、その額）を控除した額 

  イ 入院外 １回の医療費に係る一部負担金から診療報酬

明細書ごとに５００円（その一部負担金が５００円に満
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たないときは、その額）を控除した額。ただし、同一の月

に同一の保険医療機関等での３回目以降の受診について

は、当該一部負担金の額とする。 

 ⑷ 県外に所在する薬局において調剤を受け、その調剤に係る

医療費に一部負担金がある場合 当該一部負担金の額 

 ⑸ 保険医療機関等（薬局を除く。以下この号において同じ。）

において次の医療を受け、その医療費の全額を負担した場合 

  ア 入院 １月間の医療費に係る一部負担金に相当する額か

ら診療報酬明細書ごとに１，０００円（その一部負担金に

相当する額が１，０００円に満たないときは、その額）を

控除した額 

  イ 入院外 １回の医療費に係る一部負担金に相当する額か

ら診療報酬明細書ごとに５００円（その一部負担金に相当

する額が５００円に満たないときは、その額）を控除した

額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等での３回目

以降の受診については、当該一部負担金に相当する額とす

る。 

 ⑹ 薬局において調剤を受け、その調剤に係る医療費の全額を

負担した場合 当該医療費に係る一部負担金に相当する額 

３ 市長は、第３号対象者がその疾病又は負傷について保険医療

機関等において医療を受け、当該医療に関する保険給付が行わ

れる場合に、その医療費のうち社会保険各法に規定する保険者

が負担すべき額（国又は地方公共団体が別に負担する額がある

場合には、これを加えて得た額）が当該医療費の額に満たない

ときは、その一部負担金の範囲内において、次の各号に掲げる

区分に応じ当該各号に定める額を助成する。 

 ⑴ 県内に所在する保険医療機関等及び県外に所在する保険医
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療機関等で市長が別に定めるものにおいて入院の医療を受け

る場合 １月間の医療費に係る一部負担金から診療報酬明細

書ごとに１，０００円（その一部負担金が１，０００円に満

たないときは、その額）を控除した額 

 ⑵ 県外に所在する保険医療機関等（前号の市長が別に定める

ものを除く。）において入院の医療を受ける場合 １月間の

医療費に係る一部負担金から診療報酬明細書ごとに１，０００

円（その一部負担金が１，０００円に満たないときは、その額）

を控除した額 

 ⑶ 保険医療機関等において入院の医療を受け、その医療費の

全額を負担した場合 １月間の医療費に係る一部負担金に相

当する額から診療報酬明細書ごとに１，０００円（その一部負

担金に相当する額が１，０００円に満たないときは、その額）

を控除した額 

 （受給資格証） 

第６条 略 

２ 対象者が第４条第１項第１号及び第２号、第２項第１号及び

第２号並びに第３項第１号に規定する保険医療機関等において

医療を受けるときは、受給資格証を提示しなければならない。 

 （助成の方法等） 

第７条 市長は、第４条第１項第１号及び第２号、第２項第１号

及び第２号並びに第３項第１号に規定する医療費の助成は、助

成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとす

る。この場合において、助成する額を保険医療機関等に支払っ

たときは、当該医療費の助成を受けるべき対象者の保護者に対

し助成を行ったものとみなす。 

２ 第４条第１項第３号から第６号まで、第２項第３号から第６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （受給資格証） 

第６条 略 

２ 対象者が第４条第１号及び第２号に規定する保険医療機関等

において医療を受けるときは、受給資格証を提示しなければな

らない。 

 （助成の方法等） 

第７条 市長は、第４条第１号及び第２号に規定する医療費の助

成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う

ものとする。この場合において、助成する額を保険医療機関等

に支払ったときは、当該医療費の助成を受けるべき対象者の保

護者に対し助成を行ったものとみなす。 

 

２ 第４条第３号から第６号までに規定する医療費の助成をする
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号まで並びに第３項第２号及び第３号に規定する医療費の助成

をするとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、対

象者の保護者の申請により行うものとする。 

３ 略 

 （助成の制限） 

第８条 略 

２ 第２号対象者及び第３号対象者が次の各号のいずれかに該当

するときは、第４条第２項及び第３項の規定にかかわらず、こ

の条例に定める助成をしないものとする。 

 ⑴ 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５５

年条例第１９号）の適用による医療費の給付を受けるとき。 

とき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、対象者の

保護者の申請により行うものとする。 

 

３ 略 

 （助成の制限） 

第８条 略 

２ 第２号対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４

条の規定にかかわらず、この条例に定める助成をしないものと

する。 

 ⑴ 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５５

年条例第１９号）の適用による医療費の助成を受けるとき。 

 ⑵ 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和

５８年条例第５号）の適用による医療費の給付を受けるとき。 

 ⑵ 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和

５８年条例第５号）の適用による医療費の助成を受けるとき。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行し、改正後の鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例（以下「改正後の条例」という。）

の規定は、令和７年４月１日以後の医療に係る医療費から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例第３条第２項第３号に規定する第３号対象者が令和７年４月１日から６月３０

日までの間に改正後の条例第４条第１号イ及び第２号に規定する医療を受けた場合の医療費の助成については、改正後の条例第７条

第２項の規定の例による。 

３ 令和７年３月３１日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 （鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正） 

４ 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５５年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （助成の制限）  （助成の制限） 
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第４条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、次

条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を助成しな

い。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例（昭和４９年条

例第７号）第４条第１項、第２項第１号及び第２号並びに第

３項第１号の規定による医療費の助成を受けるとき。 

第４条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、次

条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を助成しな

い。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例（昭和４９年条

例第７号。以下「条例」という。）第３条第２項第１号に規

定する第１号対象者が条例第４条各号の規定による医療費

の助成を受けるとき、又は条例第３条第２項第２号に規定す

る第２号対象者が条例第４条第１号及び第２号の規定によ

る医療費の助成を受けるとき。 

 ⑷ 略  ⑷ 略 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 子どもの医療費の助成の範囲を拡大したいため、この案を提出する。  
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議案甲第８号 

 

   鳥栖市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

    第５章 災害弔慰金等支給審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （設置） 

第１６条 法第１８条の規定により鳥栖市災害弔慰金等支給審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第１７条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項につい

て調査審議する。 

 ⑴ 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関する

こと。 

 ⑵ 災害障害見舞金の支給に係る障害と災害との因果関係に関

すること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞

金の支給に関し市長が必要と認めること。 

 （組織） 

第１８条 審議会は、学識経験のある者その他市長が任命する委

員５人以内をもって組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任することができる。 

 （会長及び副会長） 
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第１９条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって

これを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第２０条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが

できない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会

議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。 

 （会議の非公開） 

第２１条 審議会の会議は、公開しない。 

 （守秘義務） 

第２２条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

２ 第２０条第４項の規定により会議に出席した者は、当該会議

において知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 （庶務） 

第２３条 審議会の庶務は、健康福祉みらい部において処理する。 

   第６章 雑則 

 （委任） 

第１６条 略 

 （委任） 

第２４条 略 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 鳥栖市災害弔慰金等支給審議会を設置したいため、この案を提出する。  
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議案甲第９号 

 

   鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額）  （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第８条 前条第２項の所得割額（退職所得に係る所得割を除く。）

は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に１００分の９．１９を乗じて算定する。 

２ 略 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

第８条の２ 第７条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について２８，８００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第８条の３ 第７条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

第８条 前条第２項の所得割額（退職所得に係る所得割を除く。）

は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に１００分の９．７６を乗じて算定する。 

２ 略 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

第８条の２ 第７条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について３１，４００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第８条の３ 第７条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が
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属する世帯であって同日の属する月（以下この号において「特

定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）及び

特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の

翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

第３号、第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）以

外の世帯 ３２，０００円 

 ⑵ 特定世帯 １６，０００円 

 ⑶ 特定継続世帯 ２４，０００円 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

第９条 第７条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等

に１００分の３．１５を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第９条の２ 第７条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について１０，２００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第９条の３ 第７条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １１，０００円 

 ⑵ 特定世帯 ５，５００円 

 ⑶ 特定継続世帯 ８，２５０円 

属する世帯であって同日の属する月（以下この号において「特

定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）及び

特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の

翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

第３号、第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）以

外の世帯 ３３，５００円 

 ⑵ 特定世帯 １６，７５０円 

 ⑶ 特定継続世帯 ２５，１２５円 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

第９条 第７条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等

に１００分の２．８６を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第９条の２ 第７条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について９，７００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第９条の３ 第７条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，３００円 

 ⑵ 特定世帯 ５，１５０円 

 ⑶ 特定継続世帯 ７，７２５円 
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 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１０条 第７条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．５９を乗じ

て算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条の２ 第７条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金

課税被保険者１人について１２，８００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１０条の３ 第７条第４項の世帯別平等割額は、１世帯につい

て６，７００円とする。 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第７条第２項本文

の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２４０，０００円を超

える場合には、２４０，０００円）並びに同条第４項本文の介

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、

１７０，０００円）の合算額とする。 

 ⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同

 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１０条 第７条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．３３を乗じ

て算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条の２ 第７条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金

課税被保険者１人について１１，６００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１０条の３ 第７条第４項の世帯別平等割額は、１世帯につい

て６，１００円とする。 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第７条第２項本文

の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２４０，０００円を超

える場合には、２４０，０００円）並びに同条第４項本文の介

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、

１７０，０００円）の合算額とする。 

 ⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同
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条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超え

る者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及

び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２

以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２０，１６０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２２，４００

円 

   (ｲ) 特定世帯 １１，２００円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １６，８００円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ７，１４０円 

条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超え

る者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及

び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２

以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２１，９８０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２３，４５０

円 

   (ｲ) 特定世帯 １１，７２５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １７，５８８円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ６，７９０円 
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  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，７００円 

   (ｲ) 特定世帯 ３，８５０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ５，７７５円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ８，９６０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，６９０円 

 ⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき２９５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当す

る者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について １４，４００円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６，０００

円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，２１０円 

   (ｲ) 特定世帯 ３，６０５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ５，４０８円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ８，１２０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，２７０円 

 ⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき２９５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当す

る者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について １５，７００円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６，７５０

円 
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   (ｲ) 特定世帯 ８，０００円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １２，０００円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ５，１００円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，５００円 

   (ｲ) 特定世帯 ２，７５０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ４，１２５円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ６，４００円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ３，３５０円 

 ⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき５４５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当

する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

   (ｲ) 特定世帯 ８，３７５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １２，５６３円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ４，８５０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，１５０円 

   (ｲ) 特定世帯 ２，５７５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ３，８６３円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，８００円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ３，０５０円 

 ⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき５４５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当

する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除
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く。）１人について ５，７６０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，４００円 

   (ｲ) 特定世帯 ３，２００円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ４，８００円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ２，０４０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，２００円 

   (ｲ) 特定世帯 １，１００円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １，６５０円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，５６０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １，３４０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学

児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課

する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学

児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に

く。）１人について ６，２８０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，７００円 

   (ｲ) 特定世帯 ３，３５０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ５，０２５円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について １，９４０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，０６０円 

   (ｲ) 特定世帯 １，０３０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １，５４５円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，３２０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １，２２０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学

児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課

する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学

児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に
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掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

 ⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 

  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 

４，３２０円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 

７，２００円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 

１１，５２０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １４，４００円 

 ⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 

１，５３０円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 

２，５５０円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 

４，０８０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５，１００円 

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

 ⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 

  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 

４，７１０円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 

７，８５０円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 

１２，５６０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １５，７００円 

 ⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 

１，４５５円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 

２，４２５円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 

３，８８０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，８５０円 

３ 略 ３ 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 
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２ 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 国民健康保険税の税率を改定したいため、この案を提出する。  
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議案甲第１０号 

 

   鳥栖市資源物広場条例 

 

 （設置） 

第１条 再資源化が可能な一般廃棄物（以下「資源物」という。）を適切に分別収集し有効利用に繋げるとともに、廃棄物の減量及び市

民の分別意識の向上を目的として、資源物広場を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 資源物広場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 鳥栖市資源物広場 

 位置 鳥栖市真木町１０番地 

 （事業） 

第３条 資源物広場は、資源物等の受入れ及び一時保管を行う。 

 （開場時間及び休場日） 

第４条 資源物広場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することがで

きる。 

 ⑴ 開場時間 

  ア 平日（火曜日を除く。） 午前９時から午後４時まで 

  イ 火曜日 午前９時から午後８時まで 

  ウ 土曜日 午前８時３０分から正午まで 

 ⑵ 休場日 

  ア 日曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日。ただし、当該休日（元日を除く。）が土曜日である場

合は、この限りでない。 

  ウ １２月２９日から１２月３１日まで並びに１月２日及び１月３日 

 （利用者） 

第５条 資源物広場を利用できる者は市民とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

 （損害賠償） 
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第６条 利用者は、広場の施設及び設備等を毀損したときは、市長の指示する期間内に原形復旧又はその損害額を賠償しなければなら

ない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （鳥栖市条例を廃止する条例の一部改正） 

２ 鳥栖市条例を廃止する条例（昭和４１年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 改 正 前 改 正 後 

 第７７条 鳥栖市衛生処理場設置及び使用料条例（昭和３９年

条例第４５号）は、廃止する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 資源物広場を設置したいため、この案を提出する。 
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議案甲第１１号 

 

   鳥栖市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例（平成２０年条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

   鳥栖市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響

調査結果の縦覧等の手続に関する条例 

   鳥栖市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の

縦覧等の手続に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第９条の３第２項

（同条第８項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定に基づき、同条第１項又は第７項に規定する一般廃棄物処

理施設の設置又は変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺

地域の生活環境に及ぼす影響についての調査（以下「生活環境

影響調査」という。）の結果及び法第８条第２項第２号から第９

号までに掲げる事項を記載した書類（以下「報告書等」という。）

の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書（以下

「意見書」という。）の提出の方法を定めることにより、設置又

は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付

与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第９条の３第２項

（同条第９項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。）又

は法第９条の３の３第２項（同条第３項の規定により準用する

場合を含む。以下同じ。）の規定に基づき、法第９条の３第１項

又は法第９条の３の３第１項に規定する一般廃棄物処理施設の

設置又は法第９条の３第８項（法第９条の３の３第３項におい

て準用する場合を含む。）に規定する一般廃棄物処理施設の変更

に係る届出に際し、市長又は市から非常災害により生じた廃棄

物の処分の委託を受けた者（以下「災害廃棄物処分受託者」と

いう。）が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての

調査（以下「生活環境影響調査」という。）の結果及び法第８条

第２項各号に掲げる事項を記載した書類（以下「報告書等」と

いう。）の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書

（以下「意見書」という。）の提出の方法を定めることにより、

設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機

会を付与することを目的とする。 
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 （対象となる施設の種類） 

第２条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる

一般廃棄物処理施設（以下「施設」という。）の種類は、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和４６年政令第３００

号)第５条第１項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び

同条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。 

 

 

 （縦覧等の告示） 

第３条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 （縦覧の場所及び期間） 

第４条 縦覧の場所は、市民環境部とする。 

 

 

２ 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から１月間とする。 

 

 

 （意見書の提出先等の告示） 

第５条 市長は、法第９条の３第２項の規定により施設の設置又

は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意

見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を

 （対象となる施設の種類） 

第２条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる

一般廃棄物処理施設（以下「施設」という。）の種類は、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和４６年政令第３００

号)第５条第１項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び

同条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場（法第９条の３

の３第２項の規定に基づく場合にあっては、焼却施設に限る。）

とする。 

 （縦覧等の告示） 

第３条 略 

２ 災害廃棄物処分受託者は、法第９条の３の３第２項の規定に

より報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、前項第１

号から第６号に掲げる事項に加え、氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては、その代表者の氏名を市長へ届け出るものと

する。 

３ 市長は、前項の規定による届出があったときは、第１項の規

定に準じて告示するものとする。 

 （縦覧の場所及び期間） 

第４条 縦覧の場所は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 市民環境部 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所 

２ 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から１月間（法第

９条の３の３第２項の規定によるものにあっては、１月間を上

限として市長が非常災害の状況に応じて定める期間）とする。 

 （意見書の提出先等の告示） 

第５条 市長は、法第９条の３第２項又は法第９条の３の３第２

項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者

は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び
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告示するものとする。 

 （意見書の提出先及び提出期限） 

第６条 意見書の提出先は、市民環境部とする。 

 

提出期限その他必要な事項を告示するものとする。 

 （意見書の提出先及び提出期限） 

第６条 意見書の提出先は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 市民環境部 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所 

２ 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更

に関し利害関係を有する者は、第４条第２項の縦覧の期間満了

の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、市長に意

見書を提出することができる。 

２ 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更

に関し利害関係を有する者は、第４条第２項の縦覧の期間満了

の日の翌日から起算して２週間を経過する日（市長が非常災害

の状況に応じて期間の短縮を認めた場合はその期間を経過する

日）までに、市長に意見書を提出することができる。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 非常災害時の災害廃棄物を、迅速に処理したいため、この案を提出する。 
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議案甲第１２号 

 

   鳥栖スタジアム条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖スタジアム条例（平成８年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

   附 則 

 （特例措置） 

２～４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （特例措置） 

２～４ 略 

５ 令和７年４月１日から１２月３１日までの間における日本プ

ロサッカーリーグ公式戦のスタジアム使用に係る別表第１のグ

ラウンド使用料及び夜間照明施設使用料、別表第２の諸室使用

料、電光掲示盤使用料、大型映像装置使用料及び諸室冷暖房使

用料並びに別表第３の特別使用使用料（広告物等を設置するも

のに限る。）については、第９条の規定にかかわらず、免除する

ことができるものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 スタジアム使用料の特例措置を設けたいため、この案を提出する。  
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議案甲第１３号 

 

   鳥栖市消防団条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市消防団条例の一部を改正する条例（令和６年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 鳥栖市消防団条例（昭和２９年条例第４２号）別表第１の改正規定を次のように改める。 

改 正 前 改 正 後 

別表第１ 

区分 年額報酬 費用弁償 

  鉄道賃 船賃 車賃 日当 

（１日に

つき） 

宿泊料 

（１夜につ

き） 

消防団長 146,000 円 運賃及び 

急行料金 

運賃 実費 2,200 円 10,900 円 

消防副団長 105,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

消防分団長 74,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

消防副分団

長 

60,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

消防部長 54,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

消防班長 46,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

消防団員 41,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

       
 

別表第１ 

区分 年額報酬 費用弁償 

  鉄道賃 船賃 車賃 日当 

（１日に

つき） 

宿泊料 

（１夜につ

き） 

団長 149,000 円 運賃及び 

急行料金 

運賃 実費 2,200 円 10,900 円 

副団長 107,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

分団長 76,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

副分団長 

 

61,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

部長 55,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

班長 47,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

団員 42,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 

機能別団員 21,000 円 〃 〃 〃 〃 〃 
 

略 略 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 



- 82 - 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 鳥栖市消防団員の年額報酬を改定したいため、この案を提出する。 

 

  



- 83 - 

議案甲第１４号 

 

   鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

別表 

  退職報償金支給額表 

（単位 円）       

階級 勤務年数  

略 30 年以上 

 

 

団長 略 979,000  

副団長 略 909,000  

分団長 略 849,000  

副分団長 略 809,000  

部長及び班長 略 734,000  

団員 略 689,000  
 

別表 

  退職報償金支給額表 

（単位 円） 

階級 勤務年数 

略 30 年以上 

35 年未満 

35 年以上 

団長 略 979,000 1,079,000 

副団長 略 909,000 1,009,000 

分団長 略 849,000 949,000 

副分団長 略 809,000 909,000 

部長及び班長 略 734,000 834,000 

団員 略 689,000 789,000 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、令和７年４月１日以後に退職した非常勤消防

団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。 

 

 上記の議案を提出する。 



- 84 - 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。
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議案甲第１５号 

 

   鳥栖市条例を廃止する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市条例を廃止する条例（昭和４１年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 第７８条 鳥栖市スポーツ振興基金条例（平成１７年条例第９号）

は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 鳥栖市スポーツ振興基金条例を廃止したいため、この案を提出する。  
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議案甲第１６号 

 

   佐賀県市町総合事務組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、佐賀県市町総合事務組合規約を次のように変更することに

ついて協議したいので、同法第２９０条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

    佐賀県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

  佐賀県市町総合事務組合規約（平成１９年佐賀県指令１８市町村第０１００１４号）の一部を次のように変更する。 

  別表第１中「多久小城医療組合」を「多久小城医療企業団」に改める。 

  別表第２第３条第１号に関する事務の項中「佐賀県東部環境施設組合」を「佐賀県東部環境施設組合 多久小城医療企業団」に、

同表第３条第７号に関する事務の項中「多久小城医療組合」を「多久小城医療企業団」に改める。 

    附 則 

  この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による知事の許可のあった日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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報告第１号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例

第７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和７年３月３日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 

 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例

第７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年２月１７日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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市道の管理かしに基づく損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

個 人 ２１，４５０円 

 

２ 事件の概要 

  令和７年１月１８日午後１時ごろ、自宅の車庫から市道蔵上北田６号線へ出た際、土地区画整理で設置した市の境界プレートが右

後輪に刺さり、損傷した。 


